相　殺　通　知　書
平成●●年●●月●●日
被通知人
東京都●●区●●町●丁目●番●号

　●●　●●　殿

通知人

東京都○○区○○町○丁目○番○号

甲野　太郎

本通知書作成代理人

〒１６２－０８２２

東京都新宿区下宮比町２－２８

飯田橋ハイタウン１１０４
行政書士事務所

飯田橋総合法務オフィス
ＴＥＬ:０３－５２０６－７７７３

行政書士　小竹　広光

冠省

早速ですが、貴殿に対し、行政書士法第１条の３第２号に基づき、書類作成代理人として下記の通り通知致します。
　私は、貴殿に対し、平成●●年●月●日付で、金●●万円を貸し渡しており。すでに弁済期を経過しております。

また、私は貴殿より●●●●を金●●万円で買い受ける約束をし、同動産を受領しております。

上記の両債権（貸金債権と動産売買代金債務）はいずれも金銭債務であり、相殺適状にありますし、相殺禁止事由がありません。

つきましては、民法第５０５条の定めに従い、両債権を対等額の範囲において相殺させて頂きますので、差額の金●●万円につきましては、本書面受領後１週間以内に、下記に指定する金融機関の口座へ、振込送金の方法によりお支払い下さい。

　なお、上記期間内に送金がなされず、何等の誠意ある回答も頂けない場合には、訴訟その他の法的手続に移行致しますので、ご承知おき下さい。

早々

　　　　　　　　　記

　　　銀行名　：○○銀行

　　　支店名　：○○支店

　　　預金種別：普通預金

　　　口座番号：１２３４５６７

　　　口座名義：甲野　太郎
　　　　　　　（コウノ　タロウ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
